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税 務 署 だ よ り � 税 務 署 だ よ り

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください

①ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

②利用者識別番号を取得する

e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」をオンラインで提出し、利
用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。

③ダイレクト納付利用届出書を提出する

「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」に署名、押印の上、書面で
税務署に提出してください。
※�ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1か月程度かかります。

利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）など、e-Taxに関する最新
の情報についてe-Taxホームページで詳しくお知らせしておりますのでご覧ください。
e-Taxの操作に関する質問は「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」（TEL�0570-01

e - コ ク ゼ イ

-5901）へお問い合わせください。
ヘルプデスクの受付時間は、月曜日～金曜日9時～17時（祝日等及び12月29日～1月3日を除きます。）です。

ダイレクト納付を利用するには
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税 務 署 だ よ り � 税 務 署 だ よ り

平成28年度　国税専門官募集
国税専門官とは、国税局や税務署において、法律・経済・会計等の専門知識を駆使し、納税者の自発的な

納税義務の履行、適正・公平な課税の実現を使命とし、内国税の賦課・徴収を行う重要な仕事です。

国税調査官� �納税義務者である個人や会社等を訪れて、適正な申告が行われているかどうかの調査・
検査を行うとともに、申告に関する指導などを行います。

国税徴収官� �定められた納期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うとともに、納税に
関する指導を行います。

国税査察官� �裁判官から許可状を得て、悪質な脱税者に対して捜査・差押等を行い、刑事罰を求め
るため検察官に告発します。

受験資格� １．昭和61年4月2日～平成7年4月1日生まれの者
� ２．平成7年4月2日以降生まれの者で、次に掲げるもの
� 　　イ　大学を卒業した者及び平成29年3月までに大学を卒業する見込みの者
� 　　ロ　人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

申込方法� インターネット申込み
� 人事院ホームページ上の申込専用アドレス
� http:/www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
� ※�原則は、インターネットによる申込みですが、インターネット申込みができない環

境にある場合には、希望する第1次試験地を所轄する国税局（沖縄国税事務所）に電
話連絡してください。

受付期間� インターネット申込み
� 平成28年4月1日（金）午前9時～4月13日（水）（受信有効）
� ※インターネット申込ができない環境にある場合のみ郵送又は持参による申込み
� 　平成28年4月1日（金）～4月4日（月）（4月4日（月）までの通信日付印有効）

試験日� 第1次試験　平成28年5月29日（日）
� 第2次試験　平成28年7月12日（火）～7月20日（水）のうち指定する日

国税専門官の仕事の一部では、このようなものがあります。
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マイナンバー制度対策講座が平成27年11月30日（月）に、セミナーハウスクロス・ウェーブ船橋
にて（公社）船橋青色申告会と共催で行われました。（公社）船橋法人会では、7月下旬に制度全般に
ついての研修会を開催しましたが、今回は、その管理対策についての研修となりました。
まず中小企業におけるマイナンバー制度での対応ポイントは、
　1　法定調書等にマイナンバーを記載しないといけない
　2　従業員からマイナンバーを収集する際、本人確認をしないといけない
　3　収集したマイナンバーをきちんと管理しないといけない
以上の3点とのことです。
情報漏洩、虚偽申告、不正利用には、かなり厳しい罰則があり、経営者としては厳重な管理が求め
られています。マイナンバー制度や個人情報など、厳重
な管理と対応を要するものが増え続けている昨今、各企
業に合った方法を早く見つけて対応していくことが、肝
要と感じた研修でした。
協力いただきました㈱NTT東日本－南関東千葉事業部
の方々、そして講師を務めていただいた、みらいコンサ
ルティング㈱の佐竹様ありがとうございました。
今後も研修委員会では、マイナンバー制度を含め、旬
な話題の研修を数多く開催したいと考えています。皆様
のご参加をお待ちしております。 講師の佐竹伸氏

平成27年11月20日（金）14時から3時間、中小企業会計啓発・普及セミナーが船橋グランドホテルで開
催されました。講師は元船橋税務署長の清宮義男税理士です。
「成長を目指す企業の会計セミナー」と題し決算書を作成する意義と財務情報の経営活動への活用方法を理
解し、自社の経営状況を把握し資金調達力の強化、受注拡大へ繋げることを目的とするセミナーでした。
基礎編では、実際儲かっていてもお金が無いことが多い、儲け（利益）とお金（現金）はイコールではな
いことを、貸借対照表で教えてもらいました。資産が増えると現金は減る。負債が増えれば現金は増える。
利益を出すには売り上げを増やすことと利益率を上げること。損益計算書から経営の良し悪しがわかる。例
えば、売り上げからニーズに合った商品が提供できているか、販管費から無駄な費用を使っていないか、経
常利益から経営の総合力がわかる、というものでした。
後半の応用編では、事業計画の大切さのお話でした。事業計画を作成することで、自分の頭の中も整理で
き、経営者の想い・覚悟を周りに伝え巻き込んでいく。宣言してしまうので、前進せざるを得ない。周りと
は、社員・家族・取引先・金融機関を含めるとのこと。事業計画の効果として、①販売戦略が明確になる②
予算と実績の対比ができる③売り上げの予測で未来が見える④社員と一緒に作成することで自覚と責任が生
まれる⑤会社の方向性が明確になる、とのことです。
限りなく猿に近い私でも理解できるくらい、わかりやすい言葉を使って講義をしていただいた清宮先生に
感謝いたします。また、このように充実した内容の研修を開催し、多くの方々に学びの場として活用してい
ただければ幸いと考えております。

中小企業会計啓発・普及セミナー

マイナンバー制度対策講座

研修委員長　牧野　芳夫
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新年賀詞記念講演会
平成28年1月25日（月）船橋グランドホテルにて新年賀詞

交歓会が執り行われ、記念講演会として元全日本バレーボール
チーム代表主将、現日本ビーチバレーボール連盟会長・日本バ
レーボール協会強化事業副本部長でTV等メディアでも有名な
川合俊一氏をお招きし『スポーツで学んだこと』をテーマにご
講演を頂きました。
バレーボールを通じて体験・体感されたことをわかりやすく、
時には冗談も交えてたくさんのお話しを頂き本当にあっという
間の90分間でした。
その中で、子供たちへの指導をされている時のお話しでとて
も学ばせて頂いた箇所がありました。一つ目は『常に生徒達で話し合いをさせ、考えさせて、答え（結論）
を出させる』ということ。
二つ目は一流の選手を育てていく為に必要な『あ・い・う・え・お・か』があり、その6項目は『あきら
めない！』『いい先生（指導者）！』『運！』『選ぶ！』『親！』『環境！』だそうです。
とても重要で忘れてはいけない大切なことで、会社経営や日常生活にも共通するものばかりでした。私の
場合、自身に置き換えて講演後に反省してしまいました…。
講演には100名を超えるご参加を頂き、新春に相応しく大盛況で実施することが出来ました。誠にありが
とうございました。� 研修副委員長　佐藤　隆之

講師の川合俊一氏

平成27年11月25日（水）9時30分から船橋市視聴覚センターに
おきましてe-Tax操作法研修会を開催いたしました。この研修会で
は、e-Taxは知っているけど使ったことがない、そんな方を対象に
源泉所得税徴収高計算書の作成方法やダイレクト納付等実務で役立
つ利用方法についての研修会でした。e-Taxの概要説明からはじま
り、源泉所得税徴収高計算書の作成・送信及びダイレクト納付、法
定調書（合計表）の作成及び送信、eLTAXの概要説明、給与支払報
告書の作成及び送信について学習いたしました。 船橋市視聴覚センターにて

e - T a x 操 作 法 研 修 会
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春といえば日本のどこでも「桜・さくら・サクラ」でしょう。船橋のさくらの名所「御滝公園」の桜を訪
ねて、その周辺をぶらりと歩いてみましょう。
新京成線は京成線津田沼駅から松戸までを繋ぐローカル線で、戦時中は物資の搬送線だったとか。曲がり
くねった電車道にその面影が残っているようです。津田沼駅を発車して15分程で「滝不動駅」に到着しま
した。駅名は、1423年開基の御瀧不動尊金蔵寺（御瀧不動尊）からとのことです。

滝
不
動

船橋市立
二和小学校

船橋市立
御滝中学校

1
2

3

4
佐久間牧場

御瀧不動尊
御滝公園

星影神社

階段を降り、御滝公園までの道のりを歩くこと5分。「梨畑」が見えてきました。梨の木は枝が横に張り
巡らされるように伸びており、とても不思議な形をしています。梨畑の脇には「かいずかいぶき」「びゃく
しん」等梨の天敵とな
る木々の説明板があり、
見えないところで梨農
家さんのご苦労を感じ
ました。とある家の庭
先には、収穫した野菜
の即売所が設けられて
おりました。
さあ、御滝公園へは
もう少しです。

驪龍　書

第４回

梨畑の様子新京成線滝不動駅
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1  御滝公園　
駅から歩く事10分。桜の名所「御滝公園」に到着しました。樹齢20年から100年という桜が並んでい

ます。桜の時期には満開のソメイヨシノを楽しむことができるため、多くの家族連れで賑わいます。向かい
にある御瀧不動尊では、催しがあったり、屋台も出たりとお花見を盛り上げてくれます。
この公園は、もともと御瀧不動尊（金蔵寺）の境内で、船橋市には公園が少なく、みどり・緑化・自然を
愛しむ風潮の頃に当時の住職が、道を隔てた半分を市に寄贈して今日に至っている、とのことでした。そこ
には「建物を建てない」ということが委譲の条件だったとか。
お花見が済んだら、道1本隔てた「御瀧不動尊（金蔵寺）」に行ってみましょう。

2  御瀧不動尊　
創建は約800年前とされ、現在でも約2万坪の敷地を有する御瀧不動尊の山門をくぐると、そこには日

頃の喧騒とはかけ離れた静寂な世界が広がっています。参道の両側にいくつもの石仏があり、赤い涎掛けを
した石仏等もあります。この石仏達は弘法大師（空海）の像を彫ったもので、空海が開いたという四国88
ｹ所の霊場を模倣しており、境内の石仏を巡ればそのご利益があるといわれています。
右下の写真の石灯篭は御瀧型灯篭と言われ、独特な形をしています。左右が一対となっていましたが、片
方を郷土資料館に寄贈した為、その一つが本堂の入口に鎮座しています。

御滝公園　桜の花見風景

※写真提供：船橋市広報課

石仏山門 石灯篭
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御瀧山遍照院金蔵寺・御瀧不動尊の創建は応永30年（1423年）と伝えられております。湧水として枯
れることなく流れ出る竜頭の滝が御瀧不動尊の名の由来で「水行」の場として知られています。近郊近在関
東一円から霊験功徳を求め参拝客が絶えません。折り折りの植木市・祭りとその賑やかさは一見の要ありと
申せましょう。
ちなみに、この御瀧不動尊から湧き出る水は「海老川」の源流となります。このように「御滝山」は船橋
でも高いところに位置し、海老川を経て船橋港へと流れていく水と、印旛沼へと注ぐ水の分水嶺になってい
ます。御瀧不動尊より北に位置する二和の水は印旛沼へと注がれています。
弁天様が奉られている「馬水の池」には亀が沢山おり、フェンスの向こうには鹿がいます。春には桜、秋
には紅葉と市内屈指の名所となっておりま
す。昭和60年に完成した観音堂礼拝殿に
は日本国画院・児玉画伯の内陣天井には百
人一首と四季の花々が天井絵として掲げら
れています。
境内には巨木、老木に囲まれしっとりと
した趣があります。「忠魂碑」は船橋市内で
も大きいもので、その裏側には八栄村（西
夏見・東夏見・七熊・米ｹ崎・高根・金杉・
二和・三咲）から戦争（日清戦争・日露戦
争・アジア太平洋戦争等々）で戦死された
方やこの地の開墾でご苦労された方々の名
が刻まれています。

御瀧不動尊の� �
起源についての逸話
昔々の事です。ある

時、境内の付近が夜も明
るくなるほど輝き、村人
を恐れさせた。正月に越
後国から常陸国の守護大
名佐竹義仁に招かれ、通
りかかった「能勝阿闍
梨」がこれを怪しく思っ
て、21日間の護摩を焚
いて修行をする。ある
夜、夢に円仁（天台宗の

本堂

浮島水行場龍の口

忠魂碑百人一首の絵
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僧、最澄の
弟子）が現
れ、自身が
心を込めて
刻んだ不動
尊がこの地
に埋まって
いるとのお
告げがあり、
金杉の村人
の協力を得
て、その場を掘った後から水が湧きだし、滝になったとい
うお話です。
そのことが「御瀧信仰」となり、小堂を建て掘り出した
不動明王像を安置したことから「金蔵寺」と呼ばれるよう
になりました。

3  星影神社　
桜を愛で、格式ある不動尊で1つ1つの石仏に思いを馳

せて「星影神社」へ。御瀧不動尊から北へ400メートル程
歩くとそこに星影神社があります。星影神社は二和村の鎮
守社であるが、1782年（明治5年）の二和村絵図には稲
荷神社として記されています。三咲村の鎮守も稲荷社とし
て奉られています。
星影神社の境内には2つの目立つ碑があります。1つは

「二和開墾百年記念碑」で昭和43年に建立されており、当
時の千葉県知事・友納武人書によるものです。その横には
「二和栄和荘改良竣工記念碑」があり、平成5年に建立され
ています。いずれも開墾の地としての辛苦が刻まれており、
今日までの歴史を感じる碑と言えましょう。

4  佐久間牧場　
星影神社を後にして20分ほどでまた振出しの「滝不動駅」へ。
駅の向かいは歩道も交差点も整備されています。そこには「産地即売」の野菜があり、牛や豚の置物があ

ります。隣の佐久間アイスクリーム工房では、牧場で育った牛たちの生乳で作るジェラートや朝絞り牛乳等
を頂くことが出来るそうです。

駅からぶらり散歩道
シリーズ4回目を発行するにあたり

今回は、新京成線滝不動駅から御瀧不動尊周辺をぶらぶらして参りました。私の事務所からも比較的近
く、日頃は車の窓から外観はよく見ていたのですが、実際に歩いてみるといつもとは違った景色が見えてき

ます。特に御瀧不動尊は、春になると桜が満開になり多くの花見客で賑わうのは皆
さんご承知の通りだと思いますが、境内に足を踏み入れたことはありますか？そこ
には、なんと海老川の源流があるのです！歩くことによって気づくことがたくさん
あります。たまには、皆様も住まいの周りからぶらぶらしてみれば、新たな発見を
するかもしれません。� 広報委員長　佐久間　兼治

文責　広報委員　大嶋　京

二和開墾百年記念碑

二和栄和荘土地改良竣工記念碑

佐久間牧場

星影神社
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支部ニュース� Shibu�News

ワ イ ン を 楽 し む 会
湊町支部

湊町支部恒例の「ワインを楽しむ会」
が、ボジョレヌーボ解禁日に合わせて平成
27年11月19日（木）に湊町第8自治会館で
実施しました。当支部では日頃あまり口に
することのない、とても美味しいワインを
老若男女問わず皆さんで楽しく味わうこと
を目的に、数年前から実施されています。
当会場は昨年に続き4回目ということもあ
り、平日の夜にもかかわらず、参加者80名
と多数の方々にご参加いただけました。
今回も支部役員と株式会社丸文運送の社

員の方々のご協力を頂いて、前回好評だった「熟成生ハム原木」をご用意し
て、事前に食べやすいようにスライスをいたしました。ワイングラスも前日に
磨きを掛けて準備はオッケー！ワインは4種類の飲み比べをしていただきまし
た。会場には心地良いJAZZが流れ、スタッフのコスチュームも新たにベスト
が追加されて見た目はプロ？の装い（徐々にホスト化してきたか？）。終始皆
さんの笑顔や楽しく飲んでいる姿が見られ、事前準備を念入りにした甲斐があ
りました。木村前支部長から引き継いだ「手作りのこだわり」を、今後も誠心
誠意を込めて守り抜いて行きたいと思います。
ご参加いただきました皆様へ、今後とも湊町支部をどうぞよろしくお願い申
し上げます。
� 湊町支部長　青野　哲三

ワインにピッタリなおつまみ

おいしいワインで乾杯

スタッフの皆さんと記念撮影

親 睦 バ ス 旅 行
Ｄブロック

平成28年2月20日（土）Dブロック親睦日帰りバス旅行を開
催いたしました。24名のご参加を頂き7時30分に薬円台を出発
しました。
まずは、もろもろの災厄をことごとく払いのける「厄除け大
師」で親しまれる川崎大師で参拝です。大山門を入り、献香所
でお線香をお供えしたり、大本堂で蝋燭を手向けたり、お賽銭
をして合掌等して参りました。
その後、バスは首都高で横浜に移動し、国の名勝に指定され
ている「三渓園」へ向かいました。明治から大正にかけて製糸・
生糸貿易で財をなした原三渓氏が造った53,000坪の日本庭園。
雨模様の三渓園は日本の侘び寂びの世界を見事に演出していま
した。ところで「三渓」とは、人名だったのですね、という新
しい発見もありました。
さて、一行のお楽しみとしている横浜中華街での昼食。お店は四五六菜館、鎌田支部長の「あまり期待するな
よ。」の言葉を真に受けていた私は、その美味しさに舌鼓を打つ大満足の昼食でした。
その後、浅草へ立ち寄る予定でしたが、お天気と相談した結果、横浜でゆっくり過ごすことに変更となりまし
た。中華街でグルメやお酒を楽しんだり、元町でショッピングをしたり、それぞれ自由行動を満喫して頂きまし
た。途中、道に迷った人もいたようですが、全員無事に帰って参りました。新しい役員や初参加の会員とも親睦が
深まる大成功のバス旅行となりました。
ご厚志をくださいました鈴木副会長、工藤ブロック長、鎌田工務店様、京葉衣裳様、三山観光バス様ありがとう
ございました。ご参加頂きました皆様の益々のご多幸をお祈りいたします。� Dブロック監事　髙橋　純代

川崎大師にて

ブロックニュース� Block�News
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部会ニュース

租税教室
青年部会では昨年度に引き続き、船橋市内の小学校を対象に租税教室を実施しました。
今年度は、1月19日（火）に高根台第二小学校、1月28日（木）に金杉台小学校、2月1日（月）に金
杉小学校で、いずれも6年生の生徒を対象に実施しました。
まず、租税教室の前半は、小学生でも支払っている身近な「消費税」から、納税の意義を考えてもら
うために、NPO法人マネー・スプラウト代表の羽田野氏に依頼して「おこづかいゲーム」を実施して
頂きました。
「おこづかいゲーム」では、5～6名で班を作ってもらい、グループ毎にお買い物をしたり、ジャンケ
ンをしたり、貯金をするのか、しないか？等を決め、税金の勉強だけではなく、お金の使い方、おこづ
かい帳の付け方も楽しみながら参加してもらいました。
ゲームの後には、青年部会研修委員により、消費税をはじめとした税金についてスライドを使った説
明を行い、選挙で選ばれた議員が議会で議論して「予算」を立てていることや子供達の身近な公共サー
ビス、その財源となる税金の重要性について、学んで頂きました。
今回、授業を受けていただいた生徒さんたちが、租税教室をきっかけに「税金」について興味を持っ
てくれたと思います。� 青年部会　研修委員長　川端　創

高根台第2小学校 金杉台小学校 金杉小学校 田中会長も参加しました

親睦バス旅行三咲支部

三咲支部では、会員相互の親睦を図る目的で、平成28年2月21日
（日）に親睦バス旅行を行いました。
まずは、千葉東金でおいしい苺の食べ放題です。とてもおいしい苺

で皆さん大満足でした。その後、九十九里ビーチラインを使い外房の
海を眺めながら鴨川へ向かい、鴨川三日月ホテルで昼食のバイキング
です。午後は花摘みを行い、お土産を沢山買い求めてから三咲への帰
路につきました。帰りの車中では、ビンゴゲームで大いに盛り上が
り、皆さんと楽しい1日を過ごすことが出来ました。
今年で8年目になり三咲支部だけでなく近隣の会員も参加し、17社
56名の参加となり、バスが1台では乗り切れず急遽バスを追加するこ
とに致しました。せっかく皆さんから参加申込を頂いたので、断れ
ず、ブロック会計にご迷惑をかけてしまいましたが、そもそもこの旅
行は支部の活性化を図る目的で行っておりますので、大変嬉しいこと
でした。来年もなるべく実施するつもりです。より多くの会員の皆さ
まに参加していただけるように、手軽な料金で楽しめるように、更な
る検討をしてまいります。苺狩りの日帰りバス旅行を通じて、親睦の
輪を広げつつ、法人会へのご理解を求めてまいりたいと思いますので、今後とも皆様のご協力をよろしくお
願いします。参加者の皆様どうもお疲れさまでございました。� 三咲支部長　岡庭　一美

東金で苺の食べ放題

花摘み畑で、一足早い春を楽しみました
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部会ニュース

女性部会シリーズ研修（社会貢献活動）

平成27年度女性部会観劇会

平成27年度の女性部会シリーズ研修は「アロマクラフ
ト講習会」を船橋市地方卸売市場管理棟において、平成
27年8月から12月の期間全5回、参加者20名により実施
しました。
講師には、うざわ秀美先生（JMAAセルフケアセラピ
スト）にご指導いただき、普段何気なく使っている虫よ
けスプレー、バスボム、ハンドクリーム、かかとクリー
ム、ボディーミルク、免疫力促進ジェル、風邪予防スプ
レー、練り香（クリーム状の香水）、リップクリーム、贈
り物用芳香剤等を天然の素材で防腐剤を使用せずに手作
りいたしました。
贈り物用芳香剤は、参加者皆さんの愛が沢山こめられた作品になりました。この作品は、平成28年2
月8日（月）船橋市夏見にある「船橋ケアセンターそよ風」デイサービス自立型高齢者向けシェアハウ
スに、田中会長、鈴木担当副会長、女性部会幹事で訪問させていただき、寄贈してまいりました。施設
の理事長様はじめ職員の皆様より感謝の言葉をいただきました。女性部会の皆様のご協力には、改めま
して心から感謝申し上げます。� 女性部会長　根本　千枝子

船橋ケアセンターそよ風にて寄贈

女性部会では平成28年2月21日（日）、観劇会を開催さ
せて頂きました。本会より田中会長、鈴木副会長、青年
部会より今鶴部会長、女性部会員の30名にお集まり頂き
ました。ご参加の皆様に心より感謝申しあげます。
今年は明治座「おトラさん」。主な出演者は梅沢富美
男、山本陽子、石野真子、篠田三郎。つつましく生きる
庶民を描く人気漫画を舞台化した、笑って泣いて、心温
まる人情喜劇です。
時代背景は昭和35年、人形町にある老舗の煎餅屋。お
手伝いとして働くおトラさん（梅沢富美男）、生真面目
な二代目ご主人（篠田三郎）、お嬢様育ちの奥様（石野真
子）、おトラさんが信頼する友人タツ（山本陽子）、息子、娘、職人や若いお手伝いさん達がいろいろな
トラブルを起こし、解決していく物語です。
梅沢富美男版おトラさんが主張する「悪口を言う」「嘘をつく」「笑ってごまかす」負の処世術は、笑
いをとりながら気のいいおばさんを好演していました。　
おトラさんの厚かましく世話を焼く姿は、無関心が蔓延する現代に警鐘を鳴らしているようにも感じ
ます。
一幕が閉じてお昼の休憩を取ると、お腹いっぱいになって眠くなるお客さんに活を入れるかのよう
に、二幕の頭は「下町の玉三郎」で始まりました。
梅沢富美男といえば、大衆演劇界のスター。匂い立つような色香を放つ女形は、期待を裏切る事なく
華麗で妖艶に舞う姿を披露し、舞台を輝かせて劇場内を歓声で轟かせました。「下町の玉三郎」にも「野
村○○代ばりのおばさん」にも変身するお化粧の技術にも驚く楽しいひとときでした。
� 女性副部会長　髙橋　純代

明治座の前にて
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第3回源泉部会実務研修会
平成28年2月3日（水）船橋商工会議所において、「第3回源
泉部会実務研修会」を開催致しました。今回は「税務を取り巻
くICT化への流れ」をテーマに船橋税務署副署長の内山智一様
にご講義頂きました。
ICT（Information�and�Communication�Technology） 化（ 情
報通信技術）という馴染みがない言葉も、官民共に技術開発を
重ね、Windows95の発売により、インターネットが急速に普及
する等、22年も前から社会全体で取組まれていたことがわかり、
まさにデータ情報を資源とする時代に変化している事に感嘆致
しました。現に、電子申告ソフトのe-Taxが開始されていて、
全国で6割以上の法人に利用されているそうです。また、即日や指定した期日に納付出来るダイレクト
納付の説明もあり、皆様も源泉所得税の納付などに是非ご活用してみては如何ですか。
平成28年1月からマイナンバー制度が開始され、公平・公正な社会が実現すると、次には、自分が恩
恵を受けられる制度を確認できるお知らせ情報表示機能の運用も検討されている等々目から鱗の講演会
でした。
第二部では、法人課税第2部門中橋綾斗事務官による税金クイズが行われました。例えば、片道2キ
ロ以上でも、交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合に支給される通勤手当は給与所得として課税
される等の身近な税金の問題があり、とても勉強になりました。
統計によると、ネットトレード（株や外国為替等の取引）関係の申告漏れが増加しているのは大変残
念な事ですが、ITC化により住みやすい環境が実現され、地域活性化に繋がり便利な世の中になってい
く事を願っております。� 源泉部会　幹事　髙橋　英子

内山智一副署長による講演会

この平成28年度の税制改正要望と言うのは、平成27年に全国各
地の法人会を通じて寄せ集められた「税制を、このようにして欲し
いという会員（国民）の声」を、各県の法人会連合会が検討し、更
にそれを寄せ集めた全国法人会総連合が精査し、取りまとめたも
の（徳島全国大会で公表された）で、全国夫々の法人会が所属する
自治体の長や、地元選出の国会議員に陳情する法人会活動の一貫で
す。
12月3日午後3時に、田中会長以下3名が衆議院第一議員会館を訪
れ、野田佳彦前総理、斉藤和子議員を訪れ、税制改正要望を陳情し
ました。
最初に陳情したのは、斉藤和子議員です。議員は生憎ご不在でしたが、事務の方に「平成28年度の税制
改正要望書」を手渡しました。そして事務の方には熱心にメモを取りながら、陳情内容を聞いて頂きまし
た。
次いで野田佳彦前総理にも「平成28年度の税制改正要望書」を手渡し、陳情しました。野田前総理は、
要望書の要点に目を通すと、「法人会の税率10%までは軽減税率の導入は好ましくない」は民主党の主張に
沿っています、と仰った。また、企業の内部留保金について、「去年一年間で20兆円増加している。企業に
はこのお金を何とか使って、世の中にお金が廻るようにしてもらいたい」とのお考えをお持ちのようであっ
た。
結局、法人税を減税しても、その分、企業の留保金が増えるだけでは、景気の刺激にはならないからであ
る。� 税制委員長　古澤　和一郎

野田衆議院議員へ陳情

税 制 改 正 要 望 の 陳 情
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平成 27 年度 第 2 回税制セミナー
平成27年度第2回税制セミナーが、去る12月8日、船橋

グランドホテルにおいて、講師に船橋税務署の法人課税第
1部門の久田治伸上席調査官と資産課税第1部門の横尾伸一
上席調査官を迎えて、「暮らしの税情報」をテーマに行われ
ました。
テキストとしては、Ⅰ国税庁発行の「暮らしの税情報」

平成27年度版、Ⅱ平成27年4月税務署発行の「消費税改正
のお知らせ」、Ⅲ平成27年9月国税庁の「平成28年1月から
の個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証
券税制について」、が資料として用いられました。
法人課税の久田上席調査官には資料Ⅰの「暮らしの税情

報」から①個人及び法人にマイナンバー制度が導入される
ことに伴う国税関係手続きにおける変更点、②給与所得者と税、③暮らしの中の税、特に医療費を支払った
とき④不動産と税、特に住宅ローン控除及び、資料Ⅱの平成27年4月税務署発行の「消費税改正のお知ら
せ」を中心に50分講演をして頂きました。
また資産課税の横尾上席調査官には資料Ⅰの「暮らしの
税情報」の不動産と税、贈与相続と税から、⑤土地や建物
を売ったときの譲渡所得に対する税金、⑥財産を貰ったと
きの税金、イ）特に直系尊属から卑属への贈与・相続、相
続時精算課税の計算、ロ）住宅取得の際の贈与税の特例、
ハ）贈与税の非課税（教育資金の一括贈与の非課税、結
婚・子育て資金の一括贈与の非課税。勿論、全額が非課税
になるわけではありません、一定の条件があります）、⑦
財産を相続したときの税金（相続税）、ニ）平成27年11月
以降の相続から基礎控除額が従来の60%になっている点、
ホ）相続時精算課税制度を適用して納付した贈与税額が、
相続税で算出される税額に充当される点、ヘ）宅地や建物
の評価方法が、小規模宅地の場合には変わった点、及び資料Ⅲの平成27年9月国税庁の「平成28年1月から
の個人の方上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」から「利子と配当」「譲渡損益」
について、「特定口座」を利用する場合とそれを利用しない一般口座を利用する場合の税金の計算について、
を中心に50分講演をして頂きました。
お二人のご講演を聞いて気がついたことは、控除や特例に関して、気付かなかったり誤解していたこと、
注意しなければならないことが沢山あることです。例えば、その誤解や不注意のためにタイミングがずれて
も「申告後ではやれない」こと、また、税金は損益通算できるが、配偶者控除や扶養控除では通算前の金額
が適用されること、そのため場合によっては健康保険の保険料が高くなったり、高齢者の医療費の窓口負担
割合が3割になったりすることがあり得ること等々。所得税や法人税は毎年のことですが、特に、資産の譲
渡や相続は数年に一度のことが多いと思われ、そうなると、誤解していたり、見逃していても「気が付かな
いまま」確定申告することになってしまう。勿論、専門家に頼んで申告を行っている方が大半だと思います
が、もし、専門家の方が間違えたり誤解していた場合（そんなことは無いと思いますが）のことを想像する
と、自分でも理解しておく必要があると思いました。
法人課税第1部門の久田上席調査官と資産課税第1部門の横尾上席調査官のお二人には篤く御礼申し上げ
ます。� 税制委員　小川　つる

法人課税第1部門　久田上席調査官

資産課税第1部門　横尾上席調査官
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全 法 連 税 制 セ ミ ナ ー
全国法人会総連合（全法連）主催による平成28年税制セミナーが、東京都新宿のハイアットリージェン

シー東京ホテルのセンチュリールームで、去る2月16日（火）に行われた。全国から約500名が参加。本法
人会からは、田中会長以下合計4名が参加した。
セミナーは一部、二部に分けて行われ、第一部では、財務省大臣官房審議官（主税局担当）の井上裕之氏
が「平成28年度税制改正について」、第2部では中央大学法科大学院教授で東京財団上席研究員の森信茂樹
氏が「わが国財政・税制の課題」をテーマに講演を行った。
井上審議官の講演は、具体的には昨年末に閣議決定された平成28年度税制改正大綱に基づいた、法人税
改革や、今後の法人の課税計画について、財務省の考えを述べたものであった。（詳しくは、「http://www.
mof.go.jp」から「税制」をクリックし「税制改正の概要」を更に
クリックし「平成28年度」の所にある「税制改正の大綱」のわき
にある「PDF」をクリックすると出てくるファイルをお読み戴き
たい。）
森信教授の講演は、①法人税改革、②消費税の軽減税率の導
入、③所得税の抜本改革について考えを述べたものであった。そ
の中で、意外だったのは、㋑埋蔵金は財政政策には使わず、財政
赤字の補填に使うべきだと述べたこと、㋺税収が上がったことを
述べる一方、個人消費が落ち込んだ（消費税収が伸びなかった）
ことへの言及がなかったことである。
講演後には活発な質疑応答が行われ、今回のセミナーが有意義
なものであったことを参加者に印象付け、無事終了したのだが、
今回のセミナーでも、財政赤字を解消する為に増税が不可欠だと
主張する一方で、GDPの成長と税の自然増収の関係、政府及び日
銀の通貨発行益（特に日銀がお札を発行する度に、その材料費お
よび印刷代と通用額面との差額）、日本近海で発見された資源価
値について聴けなかったのは残念であった。

以下は、税制委員会からのお願いです。
全法連は、平成29年度税制改正に向けて、①税制アンケート、
②単位会（船橋法人会）からの要望を求めています。
①の税制アンケートは、全法連が、全国の法人会会員の声を直
接聞くアンケートです。
②の単位会要望は、船橋法人会の皆様の意見をまとめ、要望と
して千葉県法人会連合会（県連）に上申し、そして、県連で議論
しまとめ上げ、全法連に上申するものです。さらに、全法連でま
とめたものを財務省主税局に上申し、税制改正に取り入れてもら
おうとするものです。
①のアンケートは、法人会事務局にあります。
②の要望は、FAXまたはメールで、事務局へお寄せ下さい。
皆様のご意見を遠慮なくお聞かせ下さい。
� 税制委員長　古澤　和一郎 ハイアットリージェンシー東京ホテルにて

セミナー参加の皆さん
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千葉県法人会連合会 新年賀詞交歓会
平成27年度千葉県法人会連合会の新年賀詞交歓会が、平成28年1月27
日、三井ガーデンホテル千葉で開催され、船橋法人会からは田中会長、
他8名が参加しました。
交歓会に先立ち、政治評論家で東海大学教授の末延吉正氏が、「アベノ
ミクスで日本の復活はなるか」と言うテーマでの講演でした。その内容
は以下のとおりです。
「最近の円高、株安でアベノミクスに危険信号が点いたと言われ始め
た。だが、アベノミクスの基本はリフレ政策、即ち、金融政策により景
気を良くする所にある。これは財政に関して、700兆円近い資産につい
ては口を噤

つぐ

み、1000兆円を越える赤字で危機的だと財務省が発表して
いるので、財政政策を採れないためである。従って、マスコミが如何に
貶
けな

そうとも、アベノミクス以上の政策を野党は打ち出せない。日本ではあまり報道されないが、実は、国際会議の
G8、G20ではアベノミクスは高評価を得ている。
以上は『官僚が発信し、マスコミが拡散する形の統制』から脱却の一例で、同じことは安全保障や報道、その他
においても進行している。
戦後の日本人に罪悪感を刷り込んだ戦後のアメリカの政策が、南シナ海問題を契機として変わり、日本、ベトナ
ム、フィリピン、アメリカで共同パトロールをしようという所まで来ている。つまり『マスコミが、安全保障とい
えば、憲法を守れと言論統制していれば済んだ』日本のあり方が大きく変わりつつある。
行政に関しても、行政改革から逃れようとして自分たちが犯した年金問題を、意図的にマスコミに流して安倍政
権を倒した官僚も、第二次安倍政権になって内閣人事局において局長以上の人事が行われることになり、内閣の方
針に逆らえなくなった。」
次に、叙勲・納税表彰祝典になり県下の納税表彰された会員の披露が行われ、我が船橋法人会では東京国税局長
表彰された鈴木澄江副会長に記念品が渡されました。
その後、県下の法人会会員の新年賀詞交歓会が和気藹々とした雰囲気の中で行われ、最後、田中保生会長（県連
副会長）の中締めにより閉会しました。� 副会長　古橋　久治

末延吉正氏による新春講演会

船橋法人会 新年賀詞交歓会
平成28年1月25日（月）船橋グランドホテルにおいて、第1部の新年賀
詞記念講演会に引き続き、第2部の新年賀詞交歓会が開催されました。船
橋税務署からは田中署長をはじめ5名、官公庁関係は船橋市長をはじめ3
名、友誼団体からは8名、福利厚生制度協力会社からは5名の参加を頂きま
した。また、野田衆議院議員をはじめとし、国会議員、県議会議員、市議
会議員からも多数のご出席をいただき、総勢160名と例年にも増して多く
の皆様にご来場いただきました。
懇親会は、青野厚生委員の司会により、田中会長から新年のご挨拶をい
ただき、来賓紹介、来賓の方からのご挨拶を頂戴いたしました。
古橋副会長の乾杯の後、各テーブルでは賑やかな中にも和やか
に談笑されておりました。
アトラクションでは、獅子舞が披露され、ステージで舞った
後、皆様の各テーブルを廻りながら大きな口を開けて頭や手を
くわえたり、大勢の方に「福」を振る舞っておりました。中に
は、お礼にとおひねりを入れる方もいらっしゃいました。金子
副会長の中締めにより、懇親会も無事終了いたしました。
本年も田中会長を盛り立て、会員同士の絆をより深め、各企
業の益々のご発展を心からご祈念申し上げ、ご報告とさせてい
ただきます。� 厚生委員長　石井　本子 田中会長挨拶

獅子舞
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平成27年度全国法人会総連合の新年賀詞交
歓会が、平成28年1月20日、千代田区の帝国
ホテルで開催され、我が船橋法人会からは田
中会長、他5名が参加しました。
交歓会に先立ち、元岩手県知事で、日本創

生会議座長、東京大学大学院客員教授の増田
寛也氏が、「地方創生と一億総活躍のゆくえ」
と言うテーマで講演されました。その内容は
「地方の疲弊が言われて政府は、地方創生大
臣を任命までして地方の活性化に力を入れ始
め、また人口減少に危機が言われて20年代半
ばの出生率1.8の目標を設定した。その理由は、明治から急激に人口が増加し日本の成長を支えてきた
が、今後、それ以上の勢いで人口が減っていく。実際、戦後4.3だった出生率は、現在1.4まで減って
いる。
しかし、この出生率には地域差がある。経済的には楽ではない九州・中国地方が高い傾向にあり、生

活コストの高い東京などの大都市およびその周辺は低い傾向にあるといわれている。
これを詳しく調べてみると、大学進学で上京してそのまま就職するという形で、確かに地方圏から

東京圏へ20代の若者を中心に人材が流出しています。しかし、そこは、『安心した出産、子育て』が困
難な所であり、それを防ぐ為、若い人が主役で活躍しやすい地域社会をつくり、地方経済を活性化す
る必要がある。」との内容でした。
次に、叙勲・納税表彰祝典になり昨年の春と秋に叙勲された会員、財務大臣納税表彰された会員、

国税庁長官納税表彰された会員の表彰が行われました。
その後の新年賀詞交歓会は、小池百合子議員の他、与野党の国会議員の挨拶がありました。その主

な内容は、地方を含めた景気を良くしよう、財政赤字を減らそうと言うことでした。
� 副会長　小田原　隆泰

全国法人会総連合 新年賀詞交歓会

帝国ホテルにて

第 5 回  理 事 会
平成28年3月4日（金）船橋グランドホテルにおいて、平成27年度第5回理事会が開催されました。船橋税務署
からは確定申告で多忙な中、内山副署長、川名法1統括官、久田法1審理上席に出席をいただきました。
冒頭の田中会長の挨拶では、当会が公益社団法人であることから、法人会の会員企業だけでなく一般市民も意識
した活動が必要であるとのお話がありました。また、来賓の内山副署長からは各種研修会や税制改正に関する陳
情・税に関する絵はがきコンクールの実施など、当会が公益社団法人として、その基本方針に則った活動を活発に
展開しているとの評価をいただきました。
今回の理事会では平成28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）、個人情報及び特定情報取扱規程の制定、「第
7回市民の集いふれあい広場」実行委員会設置について審議されました。
平成28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）については、「公益社団法人の基本方針」に則って策定されて
いることを確認し承認されました。
個人情報及び特定情報取扱規程については、当会に策定義務
はないものの、マイナンバーの取扱について明確化しておく必
要があることから、全法連作成の「法人会用モデル」を参考に
作成したものであることを確認し、原案通り可決されました。
「市民の集いふれあい広場」実行委員会設置については、小原
副会長を実行委員長に会長・副会長・各委員長・各部会長・事
務局長で組織することが承認されました。
議事終了後、各委員会並びに各部会から報告・連絡事項の説
明があり、最後に森田監事より講評をいただき、理事会は終了
しました。� 総務委員長　安村　秀雄 船橋グランドホテルにて
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平成27年度　会員増強運動成果

組織担当副会長
小原　智

平成27年度の会員増強運動は、木村組織委員長をはじめとする組織委員を中心
に、本会役員、各ブロック・支部役員の皆さま、福利厚生制度推進員、各金融機
関、千葉県税理士会船橋支部の皆さまの多大なご協力の結果、県連の「金賞」を獲
得するこができました。大変ご多忙の中、増強活動に多大なるご協力をいただいた
皆様方にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。
さて、当法人会は、税務意識の向上と会員企業の健全な発展を目的に、税務や経
営に関する研修会をはじめとする各種事業活動や税制改正に関する提言要望活動
等を行っております。また、地域の小学生を対象とした「税に関する絵はがきコン
クール」「租税教室」など、子供たちに密着した租税教育活動にも取組んでおりま
す。これらの活動を通じて、地域社会の発展、社会貢献活動に尽力している公益性
の高い団体でございますが、当会の会員数は減少傾向が続いております。その減少
の幅は改善傾向にあり、純増への期待が高まってきております。会員の皆さまに
は、これら各事業へ積極的にご参加いただくとともに、当会の目的や魅力、公益性

を広く地域に発信していただき、一社でも多くの企業がご入会いただければ幸いに存じます。
昨年の我が国の経済は、デフレ脱却を目指す政府の経済政策に支えられ穏やかな回復傾向にありました
が、年明けには中国や新興国経済の不振、資源安から先行きが不透明な状況にあります。今こそ、我々企業
人、法人会の底力を発揮して、地域経済の発展を後押しするときにあると思います。是非とも皆様と共に、
船橋を盛り上げていきましょう。
最後になりますが、会員増強運動にご尽力いただきました全ての皆様方に、再度感謝を申しあげるととも
に、今後とも変わらぬご協力をお願いいたしまして、ご報告とさせていただきます。

組織委員長
木村 誠一

「平成27年度会員増強運動成果」についてご報告いたします。平成27年9月から
12月までの会員増強強化期間、千葉県法人会連合会の目標108社の新入会員獲得に
向けて増強運動に取り組みました。
活動成果といたしましては、115社の新入会員の皆様にご入会いただき、千葉県
法人会連合会の「金賞」を獲得することが出来ました。増強運動にご支援・ご協力
を賜りました、会員の皆様や各ブロック・支部、協力企業、協力推進員の皆様には
心より御礼申し上げます。今回の増強運動の特徴は、例年に比べ目標を達成した支
部が多いことに驚嘆いたしました。全支部が1件以上の入会獲得をしていただき、
船橋法人会全体で増強に取り組んで頂きましたことに改めまして感謝申し上げま
す。
一方、退会企業がまだまだ多いのが現状であり、今後は退会防止策にも力を入れ
て行きたいと思います。その為に、まずは法人会主催の各種勉強会・説明会・講習
会等に積極的にご参加頂き、当会のメリットを享受していただければと思います。

昨年から、会員の皆様であれば無料にて視聴できる、インターネットによるセミナー配信サービスも開始し
ております。人材育成、労務、経理、法律等幅広い分野のコンテンツを取り揃えておりますので、社内研修
や経営者の自己研鑽などに是非ご活用ください。
また、入会された皆様の新入会員歓迎会などのイベントを、本会では既に実施しておりますが、新入会員
の皆様の身近なブロック・支部単位でも開催してもらい、新入会員の自己PRができる機会等を増やし、会
員同士の親睦を深めて頂けたらと思います。
最後になりますが、平成28年度も会員増強運動を盛り立てて参りましょう。
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ブロック・支部
1～8月 9～12月（増強期間） 本年累計（1～12月） 目標

正 準 賛法 賛個 P 正 準 賛法 賛個 P 正 準 賛法 賛個 P 件数 P

A
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長
豊 富 2 1 1 8 2 1 1 8 2 4

八 木 が 谷 1 1 3 1 1 3 3 6

二 和 5 15 5 15 2 4

三 咲 2 6 2 6 2 4

大 穴 1 2 1 2 2 4

松 が 丘 1 2 4 1 2 4 3 6
ブ ロ ッ ク 計 12 1 3 1 38 12 1 3 1 38 14 28

B
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長
金 杉 8 32 8 32 2 4

新 高 根 1 3 1 3 2 4

北 習 高 根 2 8 2 8 3 6

習 志 野 3 1 17 3 1 17 3 6

芝 山 西 習 1 3 1 1 4 2 1 7 2 4
ブ ロ ッ ク 計 1 3 15 2 64 16 2 67 12 24

C
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長 （1） （5） （1） （5）
北 船 第 １ 1 5 1 5 3 6

北 船 第 ２ 1 5 1 6 2 11 2 4

山 手 1 1 1 3 1 1 4 3 6

夏 見 1 1 1 2 4 1 2 1 5 3 6
ブ ロ ッ ク 計 2（1） 1 1 12（5） 3 2 13 5（1） 3 1 25（5） 11 22

D
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長 （3） （10） （3） （10）
前 原 東 1 2 1 2 3 6

二 宮 3 1 10 3 1 10 3 6

薬 円 台 1 2 2 1 2 8 3 1 2 10 3 6

前 原 2 1 8 2 1 8 3 6

三 山 1 1 1 1 2 4
ブ ロ ッ ク 計 1 2 8（3） 1 1 4 29（10） 9（3） 1 1 4 31（10） 14 28

E
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長
本 町 第 １ 2 1 11 2 1 11 3 6

本 町 第 ２ 1 1 1 1 2 4

本 町 第 ３ 3 6 3 6 3 6

市 場 2 2 1 1 5 1 1 2 7 2 4

宮 本 第 １ 1 1 1 1 2 4

宮 本 第 ２ 2 1 1 1 11 2 1 1 1 11 3 6
ブ ロ ッ ク 計 2 2 8 3 3 1 35 8 3 3 3 37 15 30

F
ブ
ロ
ッ
ク

ブ ロ ッ ク 長 （1） （6） （1） （6）
本 中 山 5 20 5 20 3 6

西 船 第 １ 2 1 7 2 1 7 3 6

西 船 第 ２ 3 8 3 8 3 6

海 神 3 11 3 11 2 4

南 船 第 １ 1 1 1 1 2 4

南 船 第 ２ 3 12 3 12 3 6

湊 町 2 12 4 2 1 1 21 6 2 1 1 33 3 6
ブ ロ ッ ク 計 2 12 20（1） 3 1 2 80（6） 22（1） 3 1 2 92（6） 19 38

計 　 （ 1 ） 6（1） 1 3 31（5） 66（4） 10 10 8 259（16） 72（5） 10 11 11 290（21） 85 170

理 事 等 （2） （1） （1） （8） 12（23） （5） 1（5） （3） 41（91） 12（25） （5） 1（6） （4） 41（99）
事 務 局 扱 い 4 7 4 2 10 8 2 17

源 泉 部 会 1 3 1 3 5 10

女 性 部 会 4 3 1 22 2 2 2 9 6 5 3 31 10 20
青 年 部 会 1 3 1 3 10 20

計 　 （ 2 ） 9（2） 3（1） 1（1） 32（8） 19（23） （5） 3（5） 4（3） 63（91） 28（25） （5） 6（6） 5（4） 95（99） 61 122

大 同 生 命 計 5（4） （3） 17（16） （18） （1） （3） （1） （62） 5（22） （1） （6） （1） 17（78） （50） （100）
A I U 4 1 14 3 7 7 1 21 5 10

アメリカンファミリー 1（3） （2） 7（11） 1（3） （2） 7（11） 5 10

税 理 士 会 1 7 1 7

千 葉 銀 行 2（42） （1） （2） （5） 7（139） 2（42） （1） （2） （5） 7（139） 10（40） 20（80）

京 葉 銀 行 （1） （2） （5） （1） （22） （6） （1） （24） 10 20

千 葉 興 業 銀 行 （2） （12） （2） （12） 10 20

三菱東京UFJ銀行

み ず ほ 銀 行
東 京 東 信 用 金 庫 （1） （3） （1） （3）

計 　 （ 3 ） 9（5） （3） 1 31（18） 7（71） （3） （7） （6） 28（249） 16（76） （3） （10） 1（6） 59（267） 40（90）80（180）

合計　（1）+（2）+（3） 24（8） 4（4） 5（1） 94（31） 92（98） 10（8） 13（12） 12（9） 350（356）116（106） 10（8） 17（16） 17（10）444（387） 184 368

※（数）はWカウントを示し、緑色網掛けは、目標達成ブロック・支部・部会である。

平　成　２７　年　度　　会　員　増　強　報　告

年間：勧奨数/目標数…160（444ポイント）/184（368ポイント）
増強期間：勧奨数/目標数…127（354ポイント）/108（216ポイント）

（31）公益社団法人 船橋法人会　ふれあい









開催日時： 平成28年6月6日（月）15：00～
会　　場：船橋グランドホテル
■ 第 1 部　通常総会
　　第 1号議案：平成 27年度事業報告承認の件（予定）
　　第 2号議案：�平成 27年度収支決算報告承認の件（予定）�

監査報告
　　第 3号議案：�一般会費値上げ及びそれに伴う会計規則改定承認の件（予定）
※�議案は平成 28年 3月現在での予定を掲載しています。後日送付する総会案内ハガキで、議案
をご確認ください。

■ 第 2 部　表彰式
■ 第 3 部　祝賀会

通常総会にご欠席の場合には、
委任状、又は書面評決を必ずご提出ください。

公益社団法人
船橋法人会
第33回

通常総会
《開催のお知らせ》

一日人間ドッグ形式による生活習慣病健診を、以下の日程で実施予定です。
○ JAいちかわ船橋支店　市場２－６－１
　　実施日：6月1日（水）、2日（木）、6日（月）、9日（木）
■申込み方法：「健診申込書」にてお申込ください。（（一財）全日本労働福祉協会から送付）
■お問合せ先：（一財）全日本労働福祉協会　電話　03-5767-1714
　　　　　　　（9：00～ 11：45、13：00～ 17：00）� 厚生委員会

生活習慣病健診のご案内

総務委員会

（35）公益社団法人 船橋法人会　ふれあい



（36） 公益社団法人 船橋法人会　ふれあい


